
寺間ヘリポート　使用料

令和元年１０月１日から

最大離陸重量が１トン以下の機種 1回につき800円

最大離陸重量が１トンを超え３トン以下の機種 1回につき1,200円

最大離陸重量が３トンを超え６トン以下の機種 1回につき1,700円

最大離陸重量が６トンを超える機種
1回につき1,700円に最大離陸重量6トンを超える部分について1ト

ンあたり1,200円を加算した額

※最大離陸重量が６トンを超える機種の６トンを超える部分について１トン未満の端数があるときは１トンとして計算する

ものとする。

区分 使用料（着陸料）


